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山 梨 県 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例

新 旧 対 照 表 （ 第 三 条 関 係 ）

 

新

 

旧

 

（ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 へ の 委 託 ） 

第 二 百 三 十 二 条 略 

２ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 法 第

四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 を い う 。 ） 、 指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る

指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 を い う 。 ） 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス

事 業 者 若 し く は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 法 第 五 十

四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者

を い う 。 ） 又 は 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 事

業 者 （ 次 項 に お い て 「 指 定 事 業 者 」 と い う 。 ） で な け れ ば な ら な い

。 

３ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 が 提 供 す る 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス の

種 類 は 、 指 定 訪 問 介 護 （ 居 宅 サ ー ビ ス 条 例 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 訪

問 介 護 を い う 。 次 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 指 定 通 所 介 護 （ 居 宅

サ ー ビ ス 条 例 第 九 十 八 条 に 規 定 す る 指 定 通 所 介 護 を い う 。 次 項 第 二

号 に お い て 同 じ 。 ） 、 指 定 地 域 密 着 型 通 所 介 護 （ 指 定 地 域 密 着 型 サ

ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生

労 働 省 令 第 三 十 四 号 ） 第 十 九 条 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 通 所 介 護

を い う 。 次 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

、 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、

指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、 第 二 百 三 十 七 条 に 規 定 す る

指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 及 び 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

（ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 へ の 委 託 ） 

第 二 百 三 十 二 条 略 

２ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 法 第

四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 を い う 。 ）   

                               

                   、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス

事 業 者 若 し く は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 法 第 五 十

四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者

を い う 。 ） 又 は 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 事

業 者 （ 次 項 に お い て 「 指 定 事 業 者 」 と い う 。 ） で な け れ ば な ら な い

。 

３ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 が 提 供 す る 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス の

種 類 は 、 指 定 訪 問 介 護 （ 居 宅 サ ー ビ ス 条 例 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 訪

問 介 護 を い う 。 次 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 指 定 通 所 介 護 （ 居 宅

サ ー ビ ス 条 例 第 九 十 八 条 に 規 定 す る 指 定 通 所 介 護 を い う 。 次 項 第 二

号 に お い て 同 じ 。 ）                      

                               

                               

                 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

、 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、

指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、 第 二 百 三 十 七 条 に 規 定 す る

指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 及 び 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護
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（ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 介 護

予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。 ） 並 び に 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五

第 一 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 第 一 号 訪 問 事 業 （ 指 定 事 業 者 に よ り 行 わ

れ る も の に 限 る 。 次 項 第 一 号 に お い て 「 指 定 第 一 号 訪 問 事 業 」 と い

う 。 ） に 係 る サ ー ビ ス 及 び 同 号 ロ に 規 定 す る 第 一 号 通 所 事 業 （ 指 定

事 業 者 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。 次 項 第 二 号 に お い て 「 指 定 第 一

号 通 所 事 業 」 と い う 。 ） に 係 る サ ー ビ ス と す る 。  

４ 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 指 定 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 者

は 、 事 業 の 開 始 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 提 供 す る 事 業 者 と

、 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り こ れ ら の 提 供 に 関 す る 業 務 を 委 託 す

る 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。 

一 略 

二 指 定 通 所 介 護 若 し く は 指 定 地 域 密 着 型 通 所 介 護 又 は 指 定 第 一 号

通 所 事 業 （ 機 能 訓 練 を 行 う 事 業 を 含 む も の に 限 る 。 ） に 係 る サ ー

ビ ス 
 三 略 

５ 〜 ８ 略 
 

（ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 介 護

予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。 ） 並 び に 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五

第 一 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 第 一 号 訪 問 事 業 （ 指 定 事 業 者 に よ り 行 わ

れ る も の に 限 る 。 次 項 第 一 号 に お い て 「 指 定 第 一 号 訪 問 事 業 」 と い

う 。 ） に 係 る サ ー ビ ス 及 び 同 号 ロ に 規 定 す る 第 一 号 通 所 事 業 （ 指 定

事 業 者 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。 次 項 第 二 号 に お い て 「 指 定 第 一

号 通 所 事 業 」 と い う 。 ） に 係 る サ ー ビ ス と す る 。 

４ 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 指 定 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 者

は 、 事 業 の 開 始 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 提 供 す る 事 業 者 と

、 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り こ れ ら の 提 供 に 関 す る 業 務 を 委 託 す

る 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。 

一 略 

二 指 定 通 所 介 護               又 は 指 定 第 一 号

通 所 事 業 （ 機 能 訓 練 を 行 う 事 業 を 含 む も の に 限 る 。 ） に 係 る サ ー

ビ ス 
 三 略 

５ 〜 ８ 略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


